
健康応援金

生活習慣病健診を受診した

社員１人につき 5,000円

1 スポーツ施設

体験利用

三好市内のスポーツ施設を

お得な体験価格 で

利用できます！

2 事業所の

宣伝・広報

市報・市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて

事業所や取り組みの紹介と

認定証の交付

３

事業所にも従業員にもメリット！

対象事業所
三好市に本社・支社、営業所などの住所を有し、

従業員数が １０～２９名まで の事業所

従業員の健康増進 事業所のイメージアップ 生産性の向上

参加方法

❶
登録

❷
実施

❸
実績報告

5月～１１月末まで
三好市働き世代健幸サポート事業健幸応援プログラムに登録

12月末まで
事業登録時に掲げた項目達成に向けて取り組む

令和７年１月末まで
取り組んだ項目についての報告を行う

詳細は裏面へ

【注意】 登録多数の場合、期間内に登録〆切の場合もあります。

今こそ！健康経営

従業員数が10～29名の事業所 様



事業の流れ・スケジュール

❶
登録

５月～11月末

まで

❷
実施

１2月末まで

❸
実績報告

三好市健康経営応援プログラムに登録
（登録は無料）

①健幸応援プログラム

登録・実施計画書

②健診結果の情報提供

に関する同意書

提出書類

登録要件

令和7年１月末まで

【注意】 登録多数の場合、期間内に登録〆切の場合もあります。

三好市事業登録時に掲げた項目の達成に向けて取り組む

取り組んだ項目についての報告を行う

【注意】 健診受診が１月以降の場合は、健診受診者数を見込み値で報告し、

健診終了後に実績報告とする。

❹
インセンティブ

（報奨）

の付与

実績報告後随時

実績報告書類の審査終了後、応援金の支給・スポーツ施設

体験利用券の送付

登録に必要な

書類はHP参照

報告に必要な

書類はHP参照

事業内容の詳細・各種様式については、ホームページを

ご参照ください。

右記QRコードから確認できます。

申請・問い合わせ

三好市健康づくり課
〔 電 話 〕 0883-72-6767

〔ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ〕 kenkoudukuri@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

□ 従業員等の８割以上が生活習慣病健診を受診し、健診結果を市へ提出する

□ 市の保健師および栄養士によるミニ講座・健康チェックを実施する

□ 従業員等の５割以上が、がん検診を受診し、健診結果を市へ提出する

□ 食生活および栄養改善に向けた情報提供の実施

□ 身体活動または運動の推進

□ メンタルヘルス対策として、情報提供などの実施

□ 喫煙対策の実施

必須項目

選択項目
（２個以上
選択）


